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2 0 2 3 社会福祉法人 三幸福祉会 老人保健施設 清華苑養力センター 広報誌 

養力だより 
よ う り き 

新年のご挨拶 
明けましておめでとうございます。新型コロナウ

イルスが日本に上陸してから 3 年、ワクチンや治療

薬の開発とともにウイルス自体も変異が進み、ウイ

ルスと共存（with corona）する時代になってきま

した。 

昨年 1 月の第 6 波では、養力センターでもクラス

ターが発生し、ご利用者およびご家族の皆様には大

きなご負担、ご心配をおかけしました。皆様のご理

解とご協力のおかげで比較的短期間で収束でき、そ

の後の第 7 波、第 8 波ではクラスターに見舞われ

ずに済んでいます。 

 

  
 

裏面もご確認お願い致します。 
 

 

「華だより」ブログにご利用者の日常を綴っております。 

是非ご覧下さい。 

 

 

 

新年★お屠蘇配り 

 

養力センターでは元旦の昼食時に職員がご利用者様 1 人

1 人のもとへ伺いお屠蘇配りを実施しました。日頃お酒

を飲むことが無いご利用者様も「お屠蘇で久しぶりにお

酒を飲んだわ」「ちょっと苦いわ」「おいしい」「これ

だけ？もっとちょうだい」など 1 年に１回のイベントお

屠蘇配りを楽しまれている様子でした。2023 年も皆様

にとって良い 1 年なりますように。皆様が元気にすごせ

ますように。 

 

新年は with corona の時代です。感染予防対策は

しっかり取りながら、面会や催し物など、これまで

我慢していただいていた行事を少しずつ再開して

いきたいと思っています。ご利用者同士、そしてご

家族とのふれあいは、ご利用者にとって何より大き

な活力となってくれるでしょう。 

 令和 5 年が皆様にとって、平和で明るい年となり

ますように、職員一同、心を合わせて取り組んで行

く所存です。本年もどうかよろしくお願い申し上げ

ます。 

施設長 井本しおん  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記事項につきましてご不明な点がございましたら、ご遠慮なく当苑職員までお問い合わせ下さい。 

 

老人保健施設 清華苑養力センター  

お客さま相談室 

TEL  ０７８−９３４−００７０ 

FAX  ０７８−９３４−００５８ 

 

 

 

 
 

 

                           様 

 

下記の□欄にレ点のある方は、チェックされた文面をご確認下さい。 

 

□ケアプラン開示の日程調整について (担当：ケアマネジャー 大中) 

３ヶ月に１度、定期的に会議を開催し、ご利用者様の状態に基づき計画書を 

作成しております。 

ご家族様と二人三脚でよりよいケアを目指すため、直接お会いし、 

ご意向を伺いたいと思います。(計画書の開示は厚生労働省にて義務づけられています） 

  

ケアプラン説明の日程を調整させて頂きますので、当苑までご連絡下さい。 

（※メモ    月   日      14 時〜  会議を 行う予定です / 行いました） 

内容のご説明をさせていただきますので、上記会議日以降にご連絡下さい。 

  

 

□介護保険証の更新手続きについて (担当：ケアマネジャー 大中) 

   介護保険証の有効期限が迫っておりますので、更新手続きをさせて頂きます。 

   申請書と介護保険証（原本）をご持参下さい。 

   

 

□介護保険更新手続きの結果報告と 

介護保険証持参のお願い (担当：ケアマネジャー 大中) 

新しい介護保険証が届きましたら、当苑までご持参下さい。 

新しい要介護度での手続きをさせて頂きます。 

 

 

□入所期間の更新手続きについて  (担当：中本、松浦、大久保、大前) 

 入所受入れ期間の期限が迫っております（過ぎております）ので手続きが必要です。 

ご来苑される日時をご連絡下さい。（来苑時に相談室へお声かけ下さい） 

 

 

 

 

 


